
令和6年度 仙台市男性育休取得奨励金
男性従業員が一定期間以上の育児休業を取得した市内中小企業等に、奨励金を支給します。

宮城県仙台市

給付型（※1）

人材育成・雇用

対象企業：登記されている本店または主たる事務所の所在地が仙台市内にあり、常時雇用
従業員数300人以下の法人または個人事業者である
対象従業員：雇用保険の被保険者として常時雇用されている男性労働者である

2024年7月18日～2025年3月31日

スタートアップコース：10万円～20万円
ステップアップコース：20万円

スタートアップコース：申請日より前に、国の「出生時両立支援コース助成金」を利用し
たことが無い事業者
ステップアップコース：申請日より前に、国の「出生時両立支援コース助成金」を利用し
たことがある事業者

こども若者局総務課
電話：022-214-8790

https://www.city.sendai.jp/kodomo-
somu/kurashi/kenkotofukushi/kosodate/ryoritsushien/danseiikukyu.html
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